
あいの木保育園 重要事項説明書（2025 年 4 月 1 日現在） 

1．運営主体 

運 営 者 名 称 一般社団法人トリー 

代 表 者 氏 名 中西 文葉 

所 在 地 東京都板橋区前野町３－３０－１５ 

電 話 番 号 ０３－５９１８－６８７４ 

 

2．利用施設 

施 設 種 類 小規模保育事業所 

施 設 名 称 あいの木保育園 

所 在 地 埼玉県蕨市塚越７－２１－８ クレド西川口１０６ 

電 話 番 号 ０４８－２２９－７０８４ 

施 設 長 名 清水 亜希子 

職 員 数 １３名 

認 可 年 月 日 ２０１６年４月１日 

利 用 定 員 
0 歳児 1 歳児 2 歳児 合計 

３人 ７人 ８人 １８人 

運 営 方 針 等 

○保育理念 

 「愛で育つ、愛で治める」 

感謝する心を持ち、健康で明るく、自立して、平和を作り出し、社会に貢献で

きる、豊かな人間性をもった子どもを育てる。 

○子ども像 

 ・愛する心      ・命を大切に思う心 

・伸び伸び挑戦する心 ・希望に満ちた心 

○保育方針 

 「ひとりひとりが持って生まれた自分を成長させる力をよりよく発揮する」 

 １．安心感と信頼感の中で主体性を育む 

 ２．ひとりひとりの自信感を育む 

３．共に育ち、共に喜ぶ関係を築く 

特色ある教育 

（１）リトミック：リトミックは、スイスで生まれた音楽教育の手法です。音楽

を体全体で感じ、表現しながら、その喜びと楽しさを味わうことができます。リ

ズム感、音感だけでなく、集中力や創造力、情緒を育み、お友だちと一緒に表現

することで社会性も身に付けていくことができます。 

（２）モンテッソーリ教育：子どもの主体性により選択された活動を、納得いく

まで、集中して取り組むことができるように見守り、必要に応じて助け、子ども

自身が「できた！」という達成感を感じることができる活動を生活の中で保障し

ていきます。専任講師が月１回来園します。 

（３）英語遊び：子どもの音の敏感期を捉えて、日本語での手遊び、歌遊びと同

様に、英語を使った歌や手遊びを楽しみます。季節感や発達に合わせた英語の歌

に合わせて手や体を動かしながら、英語特有のリズムやイントネーション、表現

に自然と親しむことができます。 

 



3．施設概要 

建 物 RC 造 ６階建て 

保 育 園 延 床 面 積 ９７．２９㎡ 

施 設 の 内 容 

乳児室        １室        面積 １４．２㎡ 

ほふく室        １室        面積 ２４．０㎡ 

保育室        １室        面積 ２４．０㎡ 

調理室                  面積  ５．５㎡ 

園庭 あづま公園を園庭代替地として利用する。 

   面積 １７０㎡ 

 

4．職員体制（2025 年 4 月 1 日） 

職名 人数 

園長 １人 

主任保育士 １人 

保育士 ８人 

調理員 １人 

保育補助 ２人 

 

5．保育を提供する日・時間・休園日等 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

開園時間（カッコ内は土曜日） 
７時３０分～１９時 0０分 

（７時３０分～１８時３０分） 

保育標準時間認定を受けた方の利用可能時間 ７時３０分～１８時３０分 

保育短時間認定を受けた方の利用可能時間 ８時３０分～１６時３０分 

休園日 
年末年始（１２月２９日～１月３日） 

及び日曜日・祝日 

※上記利用可能時間以外は延長保育となります。延長保育を希望される場合はご相談ください。 

※満 1 歳を迎えるまでは延長保育は利用できません。 

 

6．利用者負担（保育料）等について 

 （１）保育料は、世帯の市民税の合計額により、居住する市町村が決定して通知します。 

（２）当園では、子ども・子育て支援法第２７条第３項第１号に定める額（公定価格）に相当する水準を超え

て独自の付加的サービスを行うため、保育料のほか、以下の費用を保護者にご負担いただいております。 

  ⑴入園準備費  4,000円程度／年 

  ⑵補食費    200円／回 

  ⑶延長保育費    200円／時間 

  

7．利用の開始及び終了に関する留意事項 

（１）利用の開始に関する留意事項 

入園後、子どもの状態に合わせて、１週間程度を目安に慣れ保育を行います。 

（２）利用の終了に関する留意事項 

  以下の場合には、保育の利用は終了となります。 



 ○居住する市町村による支給認定を有しなくなったとき 

 ○その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

8．緊急時における対応 

 保育中に体調の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医または主

治医に連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

嘱 託 医 
内 科 

小 児 科 

益子病院 益子 紀子 先生 

川口市芝中田２－４８－６、０４８－２６７－２２１１（代表） 

 

9．非常災害時の対策 

非 常 時 の 対 応 別途消防計画の定めるとおり ※保育園にて閲覧可 

避 難 訓 練 月１回実施 

管 轄 警 察 署 蕨警察署 錦町１－１２－２１ ℡０４８－４４４－０１１０ 

管 轄 消 防 署 蕨市消防署 塚越分署 塚越４－１－９   ℡０４８－４２２－２１１１ 

緊急時避難場所 

塚越コミュニティーセンター 塚越３－１９－１３ ℡０４８－４４２－４０５２ 

塚越小学校 塚越５－７－２０  ℡０４８－４４２－２２１８ 

蕨市民公園 塚越５－１ 

緊 急 時 連 絡 先 園携帯電話 ０７０－５０２６－７０８４ 

 

10．保育内容に関する相談・意見・要望 

相談・苦情受付担当 市原 瑠美（主任保育士） 

相談・苦情受付責任者 清水 亜希子（園長） 

第 三 者 委 員 大宮 真由美（０４８－４４１－８５２６）塚越地区 主任児童委員 

そ の 他 園にご意見箱を設置します。 

 

11．虐待の防止のための措置 

  園児の身体及び日々の様子について保育士等が連携を取りながら毎日の視診等で日常的に対応し、園長等

へすぐに報告・連絡・相談ができるように保育を実施しております。また、職員を含めた虐待等の疑わしい

状況があった場合には「虐待対応マニュアル」に沿って対応を行います。なお、保育園は虐待の事実があっ

た場合及び虐待が疑われる場合には、児童相談所等への通報義務があります。 

 

12．保険に関する事項 

  本園では、下記の賠償責任保険に加入しています。 

保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 

保険金額 １事故につき５億円 

 

13．守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項 

（１）本園では、就業規則や個人情報保護規程で個人情報保護の規定を定めており、それに沿って個人情報を

厳重に管理します。 

（２）保育の提供に当たって職員が知り得た個人情報、秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を

得ずに第三者に提供することはありません。 


